
『●歳に達した時』の考え方
年齢は出生の日から起算され、期間はその末日の終了をもって満了するため、翌年の誕生日の前日（２４時）に
１歳年をとると考えます。
例えば、令和６年４月１日生まれの人であれば、令和７年３月３１日（２４時）に１歳に達したと考えます。

『●歳に至るまで』の考え方
誕生日の前日（２４時）に１歳年をとると考えますので、令和６年４月１日生まれの人であれば、『１歳に至る
まで』と言った場合、『令和７年３月３１日まで』という意味になります。（３月３１日は含まれます。）

『●歳に達するまで』の考え方
誕生日の前日（２４時）に１歳年をとると考えますので、令和６年４月１日生まれの人であれば、『１歳に達す
るまで』と言った場合、『令和７年３月３１日まで』という意味になります。（３月３１日は含まれます。）

『●歳以上』の考え方

誕生日の前日（２４時）に１歳年をとると考えますので、令和６年４月１日生まれの人であれば、『１歳以上か
ら接種可能』と言った場合、『令和７年３月３１日から接種可能』という意味になります。
＊厳密には２４時に１歳年をとるので、３月３１日であっても０時から２４時に至るまでは、１歳に達していま
せんが、真夜中の２４時に接種を受けられることは通常想定されないため、日中でも接種を受けられるように配
慮したものです。

『●歳未満』の考え方

誕生日の前日（２４時）に１歳年をとると考えますので、令和６年４月１日生まれの人であれば、『１歳未満ま
で接種可能』と言った場合、『令和７年３月３１日まで接種可能』という意味になります。
※『●歳以上』の考え方では、被接種者の都合を考慮して、厳密には接種対象年齢には達していない時間帯も含
めて、３月３１日の丸一日を接種可能日としました。一方、『●歳未満』の考え方では、厳密に前日（２４時）
に１歳年をとると考えて、３月３１日２４時に至るまでは接種可能とするものです。

『●歳に至った日』の考え方
誕生日の前日（２４時）に１歳年をとると考えますので、令和６年４月１日生まれの人であれば、『１歳に至っ
た日』は、『令和７年３月３１日』を指します。
※『至った日まで』は、『至るまで』、『達するまで』と同義であり、３月３１日は含まれます。

『生後１月に至るまで』の考え方

単位が月になった場合、暦に合わせて翌月の同日の前日に、１月が経過したと考えます。したがって、令和６年
４月１日生まれの人であれば、翌月の同日（５月１日）の前日（４月３０日）に生後１月を迎えたと考えます。
『生後３月に至るまで』であれば、３か月後の同日（７月１日）の前日（６月３０日）に生後３月に至ったと考
えます。
なお、翌月に同日となる日が存在しない場合には、翌月の最後の日に１月経過したと考えます。
例えば、令和６年１月３１日生まれの人であれば、２月２９日に生後１月を迎えたと考えます。

『●歳に至るまでの間』の考え方
誕生日の前日（２４時）に１歳年をとると考えますので、令和６年４月１日生まれの人であれば、『１歳に至る
までの間』と言った場合、『令和７年３月３１日になるまで』という意味になります。
※３月３１日までは対象となりますが、４月１日は対象外となります。

『●歳に至った日の翌日』の考え方
誕生日の前日に１歳年をとると考えますので、令和６年４月１日生まれの人であれば、『１歳に至った日の翌
日』と言った場合、『令和７年４月１日』を指します。

『生後３月から生後６月に至るまでの
間にある者』の考え方

令和６年４月１日生まれの人であれば、７月１日の前日（６月３０日）に生後３月を迎えたと考えます。
同様に、生後６月であれば、１０月１日の前日（９月３０日）に生後６月を迎えたと考えます。
したがって、この場合、『生後３月から生後６月に至るまでの間にある者』とは『６月３０日から９月３０日ま
での期間内にある者』ということになります。

『二十日から五十六日までの間隔をお
いて接種』の解釈

４月１日に接種した場合、４月２日を間に挟んだ４月３日が、一日の間隔を置いた日となります。同様に考えて
いき、４月２２日が２０日の間隔を置いた日となり、５月２８日が５６日の間隔を置いた日となります。（日は
期間が規定されるため、月の場合と対応が異なります）したがって、『二十日から五十六日までの間隔をおいて
接種』と言った場合、４月２２日から５月２８日まで接種可能ということになります。（５月２８日が接種可能
最終日）

『１月の間隔を置く』等の解釈

１月１５日に接種した場合、翌月の同日（２月１５日）の前日（２月１４日）に１か月経過したと考えます。し
たがって、１月の間隔を置いた日とは、２月１５日を指します。１月３１日に接種した場合、翌月には同日が存
在しませんので、この場合には翌月の最終日（２月２８日）に１か月が経過したと考えますので、１月の間隔を
置いた日は、３月１日になります。（月は暦によって日数が異なるため、日の場合と対応が異なります）

『六月以上の間隔をおいて一回皮下に
注射』の解釈

４月１日に接種した場合、１０月１日の前日に６か月経過したと考えるので、６か月の間隔を置いた場合、１０
月１日から接種可能となります。８月３１日に接種した場合、２月２８日に６か月経過したと考えるので、６か
月の間隔を置いた場合、３月１日から接種可能となります。

「１月から２月半までの間隔をおい
て」という表現における『●月半』の
解釈

「●月半」と言った場合、当該月が何日で終わるのかによって以下のようになります。
 ２８日で終わる場合：１４日
 ２９日で終わる場合：１５日
 ３０日で終わる場合：１５日
 ３１日で終わる場合：１６日
例えば令和６年４月１日に接種をした場合、１月の間隔を置くと、５月１日から接種が可能となります。２月半
の間隔を置いた場合、２月の間隔を置いた日である６月１日に、１５日を足して６月１６日が、２月半の間隔を
置いた日となります。（６月は３０日で終わるため）

定期の予防接種における対象者の解釈について
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